
平成２２年第３回（９月）泉崎村議会定例会報告

１、会 期 平成２２年９月９日（木）～９月１６日（木） ８日間

２、議 案 等 認定 ４件

報告 ２件

議案 １１件

追議員発議 ２件 合計 １９件

３、一 般 質 問 平成２２年９月１４日（火）質問者：４名

４、請願・陳情 請願書 －件

陳情書 ２件

◎議案等の審議及び概要は次のとおりです。

【認定第 １号】 平成２１年度泉崎村歳入歳出決算の認定について

（認定） ◎「一般会計歳入歳出決算」については、歳入総額 3,478,088,017 円、

歳出総額 3,373,050,682 円で、差引額は 105,037,335 円となり、うち

19,867,250 円が繰越明許費繰越額で、実質収支額は 85,170,085 円と

なりました。「国民健康保険特別会計歳入歳出決算」については、歳入

総額 751,271,956 円、歳出総額 699,390,603 円で、実質収支額は

51,881,353 円となりました。「介護保険特別会計歳入歳出決算」につ

いては、歳入総額 367,648,139 円、歳出総額 355,062,269 円で、実質

収支額は 12,585,870 円となりました。「老人保健特別会計歳入歳出決

算」については、歳入総額 5,011,159 円、歳出総額 4,743,422 円で、

実質収支額は 267,737 円となりました。「農業集落排水処理事業特別

会計歳入歳出決算」については、歳入総額 387,563,427 円、歳出総額

371,320,707 円で、実質収入額は 16,242,720 円となりました。「後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算」については、歳入総額 45,388,781

円、歳出総額 45,225,900 円で、実質収支額は 162,881 円となりまし

た。「介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算」については、歳入総額

39,214,190 円、歳出総額 30,710,050 円で、差引額は 8,504,140 円と

なり、うち 8,504,000 円が繰越明許費繰越額で、実質収支額は 140 円

となりました。「国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算」について

は、歳入総額 11,985,510 円、歳出総額 8,285,510 円で、差引額は

3,700,000 円となり、うち 3,670,000 円が繰越明許費繰越額で、実質

収支額は 30,000円となりました。

【認定第 ２号】 平成２１年度泉崎村水道事業会計決算の認定について

（認定） ◎収益的収入 254,595,903 円、収益的支出 238,581,419 円で、資本的



収入 127,500,000 円、資本的支出 196,079,076 円で、損益計算書にお

いて当年度純利益 16,014,484円となりました。

【認定第 ３号】 平成２１年度泉崎村工業用地造成事業会計決算の認定について

（認定） ◎収益的収入額 4,438,260 円、収益的支出額 360,117 円、資本的収入

41,831,000 円、資本的支出 45,744,370 円で、損益計算書において当

年度純利益 4,078,143 円となりました。資本的収入額が資本的支出額

に不足する 3,913,370円は留保資金等で補てんしました。

【認定第 ４号】 平成２１年度泉崎村住宅用地造成事業会計決算の認定について

（認定） ◎収益的収入額 79,329,478 円、収益的支出額 67,265,928 円で、資本

的収入額 45,334,000 円、資本的支出額 78,767,150 円で、損益計算書

において当年度純利益 12,063,550円となりました。資本的収入額が資

本的支出額に不足額 33,433,150円は利益剰余金、留保資金等で補てん

しました。

【報告第 ５号】 平成２１年度決算に基づく健全化判断比率の状況について

（報告） ◎地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条及び第２２条の規

定により、平成２１年度決算に基づく健全化判断比率の状況について

報告を受けたものです。

＊実質公債費比率は 18.1％（前年度 23.2％）

＊将来負担比率は 159.0％（前年度 143.7％）

【報告第 ６号】 村が資本金を出資している法人の経営状況に係る書類提出の件

（報告） ◎地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、泉崎観光株式会社

第２１期の経営状況の報告を受けたものです。

【議案第４６号】 泉崎図書館設置条例

（原案可決） ◎地方自治法 244 条の第１項及び図書館法第 10 条の規定に基づき、

図書、記録、その他必要な資料を収集、整理、保存して一般公衆の利

用に供し、その教養、調査研究等に資するため図書館を設置すること

から条例を制定するものです。

【議案第４７号】 泉崎村地域開発事業に係る土地売却に伴う精算について

（原案可決） ◎公営企業における資産処分に伴う精算を行うためのものです。

【議案第４８号】 平成２２年度泉崎村一般会計補正予算（第２号）

（原案可決） ◎既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 63,715 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,410,310千円とするものです。

【議案第４９号】 平成２２年度泉崎村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第１号）

（原案可決） ◎既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 20 千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,530千円とするものです。



【議案第５０号】 平成２２年度泉崎村老人保健特別会計補正予算（第２号）

（原案可決） ◎既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 266 千円を増額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,619千円とするものです。

【議案第５１号】 平成２２年度泉崎村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

（原案可決） ◎既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 195 千円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 47,081千円とするものです。

【議案第５２号】 平成２２年度泉崎村介護保険特別会計補正予算（第１号）

（原案可決） ◎既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9,461 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 365,281千円とするものです。

【議案第５３号】 平成２２年度泉崎村介護老人保健施設特別会計補正予算（第１号）

（原案可決） ◎既定の歳入歳出予算の総額は変更せず、財源内訳の変更を行うもの

です。

【議案第５４号】 平成２２年度泉崎村工業用地造成事業会計補正予算（第１号）

（原案可決） ◎土地販売面積を 30,099.76 ㎡に改め、規定の収益的収入から

208,303 千円を減額し、収益的収入の総額を 626,934 千円とし、規定

の収益的支出から 180,903 千円を減額し、収益的支出の総額を

475,604千円とするものです。

【議案第５５号】 平成２２年度泉崎村住宅用地造成事業会計補正予算（第１号）

（原案可決） ◎土地売却面積を 18,382.30 ㎡に改め、既定の収益的収入から 27,789

千円を減額し、収益的収入の総額を 610,905 千円とし、収益的支出か

ら 21,524 千円を減額し、収益的支出の総額を 532,374 千円とするも

のです。

【議案第５６号】 泉崎村教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

（同意） ◎泉崎村教育委員会の委員の任期満了に伴い、新たに本柳 功氏（字

神田）を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

規定により議会の同意を求めるものです。

【発議第 ５号】 複式学級解消、小規模学校における教職員の配置基準の改善を求め

（原案可決） る意見書の提出について

【発議第 ６号】 ２０１１年度の教育予算の拡充と教職員定数の改善を求める意見書

（原案可決） の提出について

◎発議第５号、６号は、総務文教常任委員会で採択となった陳情２件

「複式学級解消、小規模学校における教職員の配置基準の改善を求め

る意見書提出」方の陳情及び「２０１１年度の教育予算の拡充と教職

員定数の改善を求める意見書提出」方の陳情について、議員発議とし

て村議会に提案し審議、議決後、意見書として国等の関係機関に送付

し、その実現に向けて働きかけを行うものです。



【 陳 情 書 】

（採択） 「複式学級解消、小規模学校における教職員の配置基準の改善を求

める意見書提出」方の陳情

福島県教職員組合中央執行委員長

福島県教職員組合西白河支部長

（採択） 「２０１１年度の教育予算の拡充と教職員定数の改善を求める意見

書提出」方の陳情

福島県教職員組合中央執行委員長

福島県教職員組合西白河支部長

（以上）


